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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
四
十
一
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 30） ２

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
四
十
二
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（増刊 30）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）３
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則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
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告
示
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四
百
四
十
三
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非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 30） ４



（増刊 30）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）５



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 30） ６



（増刊 30）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）７

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
四
十
四
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 30） ８

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
四
十
五
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
四
十
六
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
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知
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小

池
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合
子



（増刊 30）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）９
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こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
四
十
七
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 30） １０



（増刊 30）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）１１



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 30） １２

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
四
十
八
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（増刊 30）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）１３

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
四
十
九
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 30） １４

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
五
十
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（増刊 30）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）１５

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
五
十
一
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 30） １６



（増刊 30）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）１７

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
五
十
二
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 30） １８



（増刊 30）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）１９



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 30） ２０



（増刊 30）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）２１



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 30） ２２



（増刊 30）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）２３



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 30） ２４



（増刊 30）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）２５



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 30） ２６



（増刊 30）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）２７



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 30） ２８



（増刊 30）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）２９



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 30） ３０



（増刊 30）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）３１

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
五
十
三
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 30） ３２



（増刊 30）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）３３



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 30） ３４



（増刊 30）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）３５



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 30） ３６



（増刊 30）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）３７



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 30） ３８



（増刊 30）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）３９



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 30） ４０

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
五
十
四
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（増刊 30）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）４１



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 30） ４２



（増刊 30）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）４３



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 30） ４４



（増刊 30）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）４５

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
五
十
五
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 30） ４６

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
五
十
六
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



（増刊 30）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）４７

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
五
十
七
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 30） ４８



（増刊 30）東 京 都 公 報令和4年3月31日（木曜日）４９

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
四
百
五
十
八
号

非
常
勤
職
員
の
報
酬
、
費
用
弁
償
及
び
期
末
手
当
に
関
す
る
条
例

施
行
規
則
（
平
成
二
十
七
年
東
京
都
規
則
第
八
号
）
第
七
条
の
規
定

に
基
づ
き
、
令
和
四
年
度
に
お
け
る
非
常
勤
職
員
の
第
一
種
報
酬
の

額
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



令和4年3月31日（木曜日）東 京 都 公 報（増刊 30） ５０
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